
質　疑　応　答　回　答　書

名称：

No. 図面番号 質疑事項

1
位置図
設計書

特記仕様書p3

設計書や特記仕様書では布設替詳細設計（開削）
で計上・記載されておりますが、対象箇所が国道
と見受けられます。この場合、施工方法について
推進工法も考えられますが、開削から推進へ変更
となった場合には協議の上、設計変更対象として
考えてよろしいでしょうか。

2
特記仕様書P3
１．設計条件
（３）

貴市にてご検討された際、国道事務所との協議は
実施されておりますでしょうか。

3
特記仕様書P1
制限付一般競
争入札要綱

履行期間が令和8年6月5日から令和8年10月30日で
すが、関係機関（道路管理者、地下埋設物管理者
や国道）との協議によって検討事項や工程への進
捗に影響を及ぼす可能性が出た場合、履行期間の
延長はお考えいただけますでしょうか。

4 ２．位置図

本業務範囲に国道１７１号線が含まれているよう
に見受けられますが、基本設計段階において道路
管理者（国道事務所）との協議状況をご教示いた
だけますでしょうか。

5 設計書

関係機関協議の結果、開削工法が採用困難となり
工法変更が必要となった場合、
契約変更の対象となるかどうかご確認させてくだ
さい。

6 設計書
協議の進捗や工法変更により工期に影響が生じる
場合、工期の調整（延長）についてご相談可能か
ご確認させてください。

7 設計書
設計書に関係機関協議が明記されていないようで
すが、協議に要する工数が想定を超える場合の契
約上の取り扱いについてご教示ください。

回　　答

　　富田丘町地区ほか配水管布設設計業務委託

道路管理者と協議の上、開削工法を採用しており
ます。

道路管理者との協議を実施しております。

現段階での履行期間の延長は考えておりません。

道路管理者と開削工法とする協議を行っておりま
す。

道路管理者と協議の上、開削工法を採用しており
ます。

現段階での工期延期は考えておりません。

現段階での工期延期は考えておりませんので、契
約上の取り扱いについての回答は差し控えさせて
いただきます。
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8 設計書
成果品の不備について、担当者変更等により新た
な指摘が生じた場合も「不備」として受注者負担
となるのか、範囲をご確認させてください。

9 設計書

「通常の業務履行に伴う打合せ回数の増減は契約
変更と対象としない」とありますが、関係機関協
議が長期化した場合の打合せ増加も同様の扱いと
なるのか、ご確認させてください。

10 設計書

特記仕様書に「①新設管の口径」とありますが、
必要に応じて管網計算等の追加検討が発生する場
合、契約変更の対象となるかのご確認させてくだ
さい。

受注者負担となります。

特記仕様書に記載のとおりです。

契約変更の対象とします。
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